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大 阪 府 弓 道 連 盟 規 約 

 

令和２年１１月１４日改訂 

 

第１章  総  則 

 

（名称） 

第１条  本連盟は大阪府弓道連盟と称する。 

（目的） 

第２条  本連盟は、弓道の普及振興を図り、会員の体位の向上と人格の涵養に資す

るとともに、社会文化の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦を推進する

ことを目的とする。 

（事業） 

第３条  本連盟の事業は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1)大阪府内における弓道の普及振興に関する一般施策の樹立。 

(2)弓道の普及振興のための、各種講習会、研修会の開催。 

(3)学校弓道の普及振興に関する事項。 

(4)各種競技会の開催及び後援。  

(5)（公財）全日本弓道連盟（以下「全弓連」）の規程に基づく段級審査の実

施。 

(6)近畿地域弓道連盟諸行事等相互の主幹及び参加。 

(7)全弓連等の諸行事への参加。 

(8)その他本連盟の目的達成に必要な事項。 

第４条  本連盟は事務局を大阪府下に置く。 

 

第２章  組  織 

 

（組織） 

第５条  本連盟は、第 2 条の目的に賛同する府下の加盟団体である一般団体（以下、

「クラブ」）及び大学弓道部ならびに高等学校弓道部で組織する。 

   ２  一般団体とは、大阪府下所在の一般社会人の弓道団体をいう。 

   3  所属団体は、別に定める「大阪府弓道連盟規約細則」（以下、「府連規約細

則」）により、所定の分担金及び所属会員の個人会費を納入したもので構成

する。 

   4  本連盟に加盟しようとする団体は、府連規約細則に基づき、所定の書類によ
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り本連盟の会長に申し込み、理事会の承認を得るものとする。 

（加盟及び参画） 

第６条  本連盟は、全弓連及び近畿地域弓道連合会ならびに（公財）大阪体育協会

に加盟し、（公財）大阪武道振興協会に参画する。 

 

第３章  役  員  

 

（役員） 

第７条  本連盟に次の役員を置く。 

      (1) 会  長       １ 名 

      (2) 副会長       若干名 

      (3) 理事長       １ 名 

      (4) 副理事長      １ 名 

      (5) 事務局長      １ 名 

(6) 常任理事      若干名 

      (7) 理  事       各クラブ１名及び大阪府学生弓道連盟（以下、「府学

連」）代表１名、大阪高等学校体育連盟弓道専門部

（以下、「高体連」）代表１名。 

      (8) 監  事       若干名 

      (9) 選考委員      若干名 

  (10) 派遣役員      若干名 

第８条  本連盟には、名誉会長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。 

（役員の選出） 

第９条  本連盟の役員選出は、別に定める「大阪府弓道連盟役員選出規程」による。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

    ２ 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

    3 役員は任期が満了しても、後任者が就任するまではその任にあたる。 

（役員の任務） 

第１１条 役員の任務は次の通りとする。 

(1) 会長は、本連盟を代表し、統括 

する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときまたは、会長が欠けたとき

は、会長が予め指名する副会長がその職務を代行する。 

(3) 理事長は、本連盟の業務全般を掌握する。 



3 

(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは、理事長が

欠けたときは、その職務を代行する。 

(5) 事務局長は、本連盟の総務及び会計事務の統括をし、業務の詳細は

「大阪府弓道連盟事務局業務細則」で別途定める。 

(6) 常任理事は、理事会決議に基づき、本連盟の業務を分担し、執行処理

する。 

(7) 理事は、理事会を組織して会長の選出、本連盟の重要事項を審議し、

決議する。また、本連盟からの通達及び連絡事項を所属クラブ員、学

生・生徒等に周知徹底するとともに、各クラブ、大学及び高校からの要

望及び意見を本連盟に申請する。 

 (8) 監事は、本連盟の予算の執行状況、会計処理の状況及び業務を監査

し、ならびに決算を審査し、それらの結果を常任理事会及び理事会に

報告し、改善指摘事項があれば、提言する。 

また、監事は、各種会議に出席して意見を述べることが出来る。 

(9) 選考委員は、大阪府を代表する選手の選考にあたる。 

(10) 派遣役員の業務は、上部団体である全弓連、（公財）大阪体育協会また

（公財）大阪武道振興協会に本連盟を代表して各々の会議に出席する。 

2  理事は理事以外の本連盟の役員を兼任することはできない。 

3  本連盟の役員は、任務にあたり所要実費の弁償を受けることが出来る。 

（名誉役員の役割） 

第１２条 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、会長の諮問に答え、本連盟に対し有

益な助言を行い、本連盟の振興に寄与するものとする。 

    ２ 名誉会長、顧問、相談役及び参与は、理事会に出席して意見を述べること

が出来る。 

 

第４章  会  議 

 

（会議） 

第１３条 本連盟の会議は、常任理事会及び理事会とする。 

（常任理事会） 

第１４条 常任理事会は、規約第 7 条第１号から第６号及び第８号の役員等で構成す

る。 

    ２ 常任理事会は、必要に応じ会長が招集する。 

    ３ 常任理事会の議長は、理事長が務める。 

    ４ 常任理事会は、次の事項を検討し行う。 
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 (1)理事会に提出する議案。 

         ①事業計画及び事業報告。 

         ②予算及び決算。 

         ③本連盟の規約及び規程の改廃に関する事項。 

       (2)理事会で付託を受けた事項。 

       (3)事業執行に必要な事項。 

       (4)専門部会規程の審議、承認。 

       (5)専門部員選任の承認。 

       (6)その他必要な事項。 

（理事会） 

第１５条 理事会は、本連盟の最高決議機関とする。 

    ２ 理事会は、理事定数の 3 分の２以上の出席（委任状を含む）をもって成立し、

議事は出席者の過半数の賛成で決し、賛否同数の場合は、議長が決する。 

    ３ 理事会は、必要に応じて会長が招集する。 

または、理事 3 分の１以上から会議の目的事項を示した要求のあったときに

は、会長は臨時に理事会を招集しなければならない。 

 ４ 理事会の議長は、理事の中からその都度選出する。 

    ５ 理事会は、次の事項を審議決定する。 

     (1)会長の選出。 

      (２)会長を除く役員等の承認。 

      (3)事業報告及び決算の承認。 

      (4)事業計画及び予算の承認。 

      (5)本規約及び規程の改廃。 

      (6)その他必要な事項。 

（事業報告会） 

第１６条 事業報告会は、全会員を対象として理事会で審議及び決議された次の事項

を報告、説明する。 

(1)事業報告及び決算。 

(2)事業計画及び予算。 

(3)規約及び規程の改廃。 

(4)その他の審議及び決議事項、ならびに執行部への意見、要望等。 

 2 事業報告会は、年１回年度初に行う。 

 

第５章  専 門 部 
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（専門部） 

第１７条 本連盟の事業を適正かつ円滑に行うため、次の専門部を置く。 

(1)講習部 

(2)審査部 

(3)強化部 

(4)例会部 

(5)射会部 

(6)大会部 

(7)女子部 

(8)学生部 

 (9)広報部 

２ 専門部は別に定める「大阪府弓道連盟専門部規程」によって、運用する。 

 

第６章 会  計 

 

（会計） 

第１８条 本連盟の会計は、次の収入をもって構成する。 

(1)会費。 

(2)加盟団体分担金。 

(3)加盟金。 

(4)全弓連審査規定に基づく審査料及び登録料の割戻金。 

(5)事業に伴う収入。 

(6)補助金。 

(7)寄付金。 

(8)その他の収入。 

（特別会計） 

第１９条 本連盟は、一般会計とは別に、特別の目的を処理するために特別会計を設

けることが出来る。 

（会計年度） 

第２０条 本連盟の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（旅費） 

第２１条 本連盟の役員及び会員が、本連盟の業務遂行のために出張し、または大会

等に参加するときは、別に定める「大阪府弓道連盟旅費規程」により旅費を

支給する。 

（慶弔） 
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第２２条 本連盟の役員等において慶弔が生じたときは、別に定める「大阪府弓道連

盟慶弔規程」により慶弔金を支給する。 

 

第７章 賞  罰 

 

（表彰） 

第２３条 本連盟の目的達成のために著しく功績のあった個人及び団体に対して、別

に定める「大阪府弓道連盟表彰規程」により、表彰を行うものとする。 

（罰則及び役員の解任） 

第２４条 本連盟の会員で、本連盟の名誉を傷つけ損害を与えたとき、または著しく目

的に反する行為があった時は、「大阪府弓道連盟罰則規程」（以下、「府連

罰則規程」）に基づき、理事会の議決を経て、その会員を処罰することがで

きる。 

    2 本連盟の役員で、本連盟の役員として著しく目的に反する行為があった時

は、府連罰則規程に基づき常任理事会の議決を経て、その会員を処罰する

ことができる。 

 

第８章 その他 

 

（補助） 

第２５条 本連盟は、会員有志の行事等に関して会長及び理事長が認めた場合は、

会員有志に対して補助することができる。 

（細則） 

第２６条 本規約の運用及び事務局業務についての細則は、常任理事会の議決を経

て、別に定める。 

（規約の改廃） 

第２７条 本規約の改廃は、理事会で審議し議決する。 

 

付則（平成２９年１２月９日改訂） 

 １  この規約は、平成３０年１月１日から施行する。 

    ２  平成 7 年 8 月 29 日制定（平成 20 年 11 月 22 日改定）の本連盟規約は廃止す

る。 

付則（平成３０年４月７日改訂） 

 この改訂は平成３０年４月８日より施行する。 

付則（令和２年１１月１４日改訂） 
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 この改訂は令和２年１１月１５日より施行する。 


